
第64回「水道週間」スローガン「大切な  水と一緒に  暮らす日々」

◎水道メーターの検針
２か月に１回偶数月に、水道メーターの検針を
行っています。次のことにご協力をお願いします。
▷メーターの上に物を置かないでください。
▷飼い犬はメーターから離してつないでください。
◎水道メーターの取り換え
水道メーターは、８年に１回無料で取り換えて
います。該当する家庭には、証明書を持った指
定給水装置工事事業者が伺いますので、ご協力
をお願いします。
取�り換え期間　７月１日（金）～31日（日）、９月

１日（木）～30日（金）

ビル・マンションなどの貯水槽は清潔に
貯水槽の設置者は、次のことを行ってください。
▷年１回以上、定期的に貯水槽の掃除をする。
▷ 年１回、水の色、濁り、におい、味、残留塩

素などの水質検査を行う。

漏水かな？と思ったら
水道メーター検針の際、漏水の疑いがある場合
にはお知らせしていますが、漏水はいつ起こる
か分かりません。日ごろからの確認をお願いし
ます。
◎簡単にできる漏水確認
①家の蛇口を全て閉める
② 水道メーターの銀色のパイロットが回転して

いたら、漏水の可能性があります。府中市指
定給水工事業者に連絡してください。
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６月１日～７日は水道週間です

水道メーターの検針などにご協力ください
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な
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。
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問い合わせ先　上水下水道課（☎４３−７１６８）
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